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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年２月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２８年９月１１日 ０５時１５分ごろ 

発生場所 熊本県上天草
かみあまくさ

市大矢野
お お や の

島西南西方沖（満
みち

越
ごえ

ノ瀬戸） 

天草大矢野橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位２８３°１,７５０ｍ付

近 

（概位 北緯３２°３２.９′ 東経１３０°２４.３′） 

事故の概要  プレジャーボートcraft
ク ラ フ ト

は、西進中、灯浮標に衝突した。 

 craft は、左舷船首部外板の破口等を生じ、また、灯浮標は、標体

に曲損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年１０月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート craft、７.３トン 

２９３－２８０８７熊本、個人所有 

１１.９４ｍ（Lr）×２.７２ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３０１.５５kＷ、平成６年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２７年８月１２日 

免許証交付日 平成２７年８月１２日 

           （平成３２年８月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首部外板に破口及び擦過傷、左舷船首部の手摺
す

りに曲損 

灯浮標 標体に曲損及び擦過傷 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日出時刻：０５時５９分 

事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人（以下「同乗者Ａ」及び

「同乗者２人」という。）を乗せ、平成２８年９月１１日０５時０４

分ごろ上天草市湯
ゆ

島周辺の釣り場に向けて同市にあるマリーナ（以下

「本件マリーナ」という。）を出発した。 

本船は、船長が、操舵室内の右舷側にある操縦席に腰を掛け、大矢
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野島南方の満越ノ瀬戸を約５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）でＧＰＳプロッターに表示された航跡を見ながら手動操舵によ

り航行した。 

本船は、満越ノ瀬戸灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）の約８

００ｍ手前で左転して本件灯浮標の灯光に向けて針路を定め、約７kn

に増速して西進した。 

船長は、操縦席の左舷側で同乗者Ａが大矢野島南西方の高杢
たかもく

島付近

の釣り場についての話を始めたので、ＧＰＳプロッターの画面を高杢

島周辺に切り換え、同乗者Ａと同画面を見ながら会話をしていたとこ

ろ、０５時１５分ごろ突然衝撃を感じた。 

船長は、本件灯浮標に衝突したことに気付き、負傷の有無及び損傷

状況を確認した後、本件マリーナに戻り、本件マリーナの職員及び海

上保安庁に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、ふだん満越ノ瀬戸を西進する際には、本件灯浮標の東方２

００ｍ付近で左転するようにしていた。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターの画面を切り換えた際、高

杢島周辺のみが表示され、それまで表示されていた航跡が見えなくな

ったが、本件灯浮標まで約８００ｍの距離があるので変針予定場所ま

では時間があると思い、同画面を見ながら同乗者Ａと会話をしてい

た。 

同乗者２人は、操舵室内後部の椅子に腰を掛けて２人で話をしてい

た。 

本件灯浮標の灯質は、群閃緑光（毎６秒に２閃光）で、光達距離が

４海里である。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、満越ノ瀬戸を西進中、船長が、高杢島周辺のみが表示され

たＧＰＳプロッター画面を見ながら同乗者Ａと会話をしていて見張り

を適切に行っていなかったことから、本件灯浮標に接近していること

に気付かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

船長は、本件灯浮標まで距離があるので変針予定場所までは時間が

あると思い、ＧＰＳプロッター画面を見ながら同乗者Ａと会話をして

いたことから、本件灯浮標に向かっていることを失念した可能性があ

ると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、満越ノ瀬戸を西進中、船長が、高杢島周

辺のみが表示されたＧＰＳプロッター画面を見ながら同乗者Ａと会話

をしていて見張りを適切に行っていなかったため、本件灯浮標に接近
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していることに気付かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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長崎県 

熊本県 

湯島 

熊本県天草市大矢野島 

本件灯浮標 

天草大矢野橋橋梁灯(Ｃ１灯) 
高杢島 

満越ノ瀬戸 
事故発生場所 

（平成２８年９月１１日 

 ０５時１５分ごろ発生） 

変針予定場所 

 


